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2406 版  

武庫の里ケアハートガーデン グループホーム ときとも 

重要事項説明書 

１ 事業所 

事業所の名称 武庫の里ケアハートガーデン グループホーム ときとも 

事業所の所在地 
〒６６１-００４１  

兵庫県尼崎市武庫の里２丁目２６番２０号  

ホ ー ム 長 菊川 明美 

電 話 番 号  ０６－６４３５－８２６３ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０６－６４３５－８２４７ 

 

２ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

・認知症やこれに関係する周辺症状を有しながらも、ユニットケアという家庭

的な環境の中、的確なアセスメントと個別介護計画に基づき必要とされる生活

支援を適切に提供することで、入居者様の生活が自立的かつ主体的に営まれる

事をその主たる目的とする。 

運営の方針 

・生活環境の構築にあたっては、各入居者様の生活歴やこれまでの生活過程・

スタイル・価値観を尊重し、入居者様個々の生活ペースに合わせたサービス

を提供する。 

・地元に密着した事業者として、地域の皆様に信頼される事業運営を行う。 

 

３ 施設の概要 

(１) 敷地および建物 

敷    地 ６９２．６９㎡  

建

物 

 構   造 鉄骨コンクリート造り ２階建 

 延べ床面積 ６３０．０７㎡  

 利 用 定 員 １８名 

(２) 主な設備（１ユニット合計） 

設備の種類 数 面  積 

食堂/居間 １室  １Ｆ ６０.６６㎡  ／ ２Ｆ ６０.６６㎡ 

浴 室 １室  １Ｆ  ４.８０ ㎡  ／ ２Ｆ  ４.００㎡ 

ト イ レ ３ヶ所  １Ｆ  ５.３９ ㎡  ／ ２Ｆ ５.３９ ㎡ 

居室（８畳） １室  １１．６０ ㎡ 、 １１．４０ ㎡ 

相談室（会議室） １室  ２Ｆ １１．３０㎡ 

事 務 室  １室  １Ｆ １２．９４㎡ 

エレベーター  １基   ３人乗り 

（注１） 居室の配置略図ならびに構造については、次頁を参照して下さい。 
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＜居室の配置略図＞ 

 

 

 

（１階） 

 

 

 

 

 

（２階） 
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４ 職員体制 

区分 資格等 人員 職務内容 

管  理  者 
認知症対応型サービス事業

管理者研修修了 
１ ホーム内の管理・監督 他 

計画作成担当者 
介護支援専門員、 

認知症介護実践研修修了  
２ ご入居者様の介護計画作成 

介 護 職 員 

介護福祉士 

ホームヘルパー２級 

看護師      他 

１６名以上 
ご入居者様の介助に関する業務

全般 

  

５ 介護職員の勤務体制 

区 分 勤務時間 休 暇 常勤換算員数 

常 勤 

早出  ７：００ － １６：００ 

日勤  ８：３０ － １７：３０ 

遅出 １１：００ － ２０：００ 

夜勤 １６：００ － 翌９：００ 

４週１０休程度 １３．０名 

 

６ サービスの内容と利用料 

（１）介護保険給付サービス 

種  類 内           容 

食   事 

・入居者様の身体状況、嗜好、栄養のバランスに配慮して作成された献立表に基づ

いて提供します。 

・ただし食材料費は給付対象外です（ ＊ 食材料費は（３）に記載しています ） 

・食事は離床して食堂でとっていただくよう配慮します。 

・食事時間  朝 食 ／   ７：００ ～    ８：００  を基本とします 

       昼 食 ／ １２：００ ～  １３：００        〃 

       おやつ ／ １５：００ ～ １５：３０        〃 

       夕 食 ／ １８：００ ～  １９：００        〃 

排   泄 ・入居者様の状況に応じ、適切な排泄介助と、排泄自立援助を行います。 

入   浴 ・入居者様の生活習慣・身体状況に合わせた入浴または清拭を行います。 

日常生活上の 

援    助 

・離床、着替え、身だしなみなどの介助 

・居室内清掃、寝具消毒、シーツ交換、洗濯 

・健康管理 

機 能 訓 練 ・離床援助、屋外散歩同行、家事共同等により生活機能維持・改善に努めます。 

健 康 管 理 
・医師の定期往診による適切な健康管理を行います。 

必要な場合は、随時医師の往診等の手配も行います。 

相談および援助 
・入居者様とそのご家族からの相談に応じ、必要な援助を行います。 

・計画作成担当者に、生活に関する相談ができます。 
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（２）要介護度別介護保険自己負担額料金表  

 （協力医療機関連携加算１<要介護の方のみ>・医療連携体制加算Ⅰハ<要介護の方のみ>・サービス提供体制強化加算Ⅰ、 

認知症専門ケア加算Ⅰ<認知度Ⅲa 以上の方のみ>・口腔衛生管理体制加算・処遇改善加算Ⅰを含む） 

要介護度 

介護保険負担分（３０日の場合） 

料金 
自己負担額 

（１割） （２割） （３割） 

要支援 ２ ２８８,１５８円 ２８,８１６円 ５７,６３２円 ８６,４４８円 

要介護 １ ３０４,６３８円 ３０,４６４円 ６０,９２８円 ９１,３９２円 

要介護 ２ ３１７,６４８円 ３１,７６５円 ６３,５３０円 ９５,２９５円 

要介護 ３ ３２６,５７２円 ３２,６５８円 ６５,３１５円 ９７,９７２円 

要介護 ４ ３３２,５１９円 ３３,２５２円 ６６,５０４円 ９９,７５６円 

要介護 ５ ３３８,８４１円 ３３,８８５円 ６７,７６９円 １０１,６５３円 

＊ 上記とは別に 

①初期加算として入居日から３０日間と、３０日以上を超える病院又は診療所への入院の後に事

業所に再び入居した場合、1 日につき１割負担の方で３８円、２割負担の方で７６円、３割負

担の方で１１３円割り増しになります。 

②入院時費用として病院又は診療所へ入院を要した場合、1 月に６日を限度として最長１２日

間、1 日につき１割負担の方で３０６円、２割負担の方で６１１円、３割負担の方で９１６円

割り増しになります。      

   ＊ 介護報酬上、料金には１円未満の端数が生じることがあります。端数処理の関係上、実際に請

求させていただく料金とは若干の誤差が生じることがございますので、予めご了承下さい。 

 

（３）介護保険給付外サービスの利用料 

種  類 内       容 利 用 料 

食 材 料 費 

調理に関しては、入居者様と職員が一緒に行

います。 

 

＊行事食に関してはその内容により食費の

実費が別途必要です。 

 

４８，９００円 ／ １ヶ月３０日の場合 

「 内  訳 」 

       朝 食 １回につき ３８２円 

       昼 食 １回につき ４９６円 

       おやつ １回につき １５４円 

       夕 食 １回につき ５９８円 

（ 月の中途入・退去及び外出、外泊、 

  入院等の場合は注文数に応じる ） 

※ 理 美 容 代 出張による理美容サービスを実施します。 実 費 

※ お む つ 代 身体の状態により提供します。 実 費 

※日常生活品 
日常生活に必要な身の回り品を提供するこ

とができます。 
実 費 

※はご希望の方のみ 
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（４）家賃・生活費等 

①家 賃 

 家     賃                                             ７５，０００円 ／ １ヶ月 

            （月中途での入・退去については１ヶ月を３０日として日割計算した額とする） 

                       

②生活費 

管  理  費                                              ３４，８５７円 ／ １ヶ月 

（管理費の内訳は、水道光熱費、消耗品費、通信費、エレベーター･消防設備等の保守･法定点検費、    

研修費、修繕費、各種保険料、その他雑費とする）           

          （月中途での入・退去については１ヶ月を３０日として日割計算した額とする） 

                       

③保証金（入居時のみ） 

保  証  金                        ３００，０００円 

＊ 保証金は退居時の居室の原状回復、及び未払い金の精算に充当し、残金は返金致します。 

 

（５）利用料の支払方法 

 ご利用料は、翌月１５日までにご請求書を送付致します。 

お支払いは、ご利用月の翌月２７日に「口座自動振替」にてお引落しさせて頂きます。 

 

７ 入退居の手続き 

（１）入居手続き 

・要介護及び要支援２の認定者で、且つ医師により認知症と認定された方で入居を希望する方は、

電話等でご連絡ください。 

＊ 受 付     ８：３０～１７：３０ 

・入居が決定した場合、契約を締結しますが、契約の有効期間は要介護認定の期間と同じです。 

ただし、入居要件が満たされていれば、自動的に更新します。 

・詳細は、計画作成担当者にお尋ねください 

 

（２）サービスの終了 

入居者様

のご都合

でサービ

スを終了

する場合 

 

 

・入居者様は、事業者に対して、１５日間の予告期間をおいて文書で連絡をすることによ

り、この契約を終了することができます。 

・入居者様は、事業者に次の①から⑤の事情があった場合には、事業者に文書で連絡をす

ることにより、直ちに契約を終了することができます。 

① 事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者が秘密保持義務に反した場合 

③ 事業者が入居者様やそのご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

④ 事業者が破産などの事情により、事業を継続することが困難になった場合 

 ⑤ 事業者が介護保険法やこの契約に著しく違反した場合 
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事業者の

都合でサ

ービスを

終了する 

場合 

 

・事業者は、サービスの提供を続けることが困難になるなどやむを得ない事情がある 

場合、入居者様に対して、１ヶ月の予告期間をおいて、理由を示した文書で連絡するこ

とにより、この契約を終了することができます。 

・事業者は、入居者様に次の①から⑩の事情があった場合は、入居者様に、文書で連絡す

ることにより、直ちに、この契約を終了することができます。 

① 入居申込書、契約書等に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により入居したと

き 

② 入居者様が、利用料の支払いを３か月以上滞納し、その後事業者が利用料を支払う

よう催告したにもかかわらず、入居者様が２０日以内に支払をしない場合 

③ 入居者様が病院または診療所等に入院し、明らかに１か月以内に退院できる見込み

がない場合または１か月を経過しても退院できないことが明らかな場合 

④ 入居者様が、事業者や介護従業員または他の入居者様に対して、この契約を継続し

がたい重大な背信行為を行った場合 

⑤ 伝染性疾患により他の入居者様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあ

ると医師が認めた場合 

⑥ 入居者様の行動が他の入居者様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれがあ

り、かつ入居者様に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事

業者が判断した場合 

⑦ 利用契約書の第１４条、第１５条並びに第２４条の規定に違反した場合 

⑧ 入居者様が、利用契約書の第７条の利用基準に該当しない状況に至ったと事業者が

判断した場合 

⑨ 入居者様又は入居者様代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、

改善の見込みがない場合 

⑩ 地震等の天災事変、火災等の事故その他やむを得ない事情により、本施設の継続運

営が困難に立ち至った場合 

 

自動終了 

 

・入居者様が要介護認定の更新で非該当または要支援１と認定された場合、所定の期間の

経過をもって、この契約は終了します。 

次の①から④の場合は、この契約は自動的に終了します。 

① 入居者様が他の介護保険施設へ入所した場合 

② 入居者様が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決ま

り、かつその移転先の受け入れが可能となった場合。ただし、入居者様が長期にグ

ループホームを離れる場合でも、入居者様又は入居者様代理人と事業者の協議のう

え、居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。 

③ 入居者様が死亡もしくは被保険者資格を喪失した場合 

④ 事業者が介護保険の指定を取り消された場合 
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８ 事業所のサービスの特徴等 

（１）サービスの利用のために 

事   項 有無 備   考 

男性介護職員の有無 有 － 

職員への研修の実施 有 
年４回の介護技術・知識に関する研修を実施します。 

職員の能力、資質向上のためのＯＪＴを随時行います。 

マニュアル類の作成 有 金銭管理、安全防災、事故予防、健康・衛生管理等。 

身 体 的 拘 束 の 有 無 無 緊急やむを得ない場合の対応は、利用契約書の記載に従います。 

個人情報の使用同意書 有 － 

評価制度の受入の有無 有 評価を定期的に行います。 

使 用 す る 契 約 書 有 利用契約書（重要事項説明書・個人情報使用同意書） 

 

（２）入居にあたっての留意事項 

入居対象除外 

・認知症対応型共同生活介護の対象者は、要介護（要支援者）であって認知症であ

るもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とし、次のいず

れかに該当する者は対象から除かれます。 

 ①認知症の症状に伴う著しい精神症状を伴う者 

 ②認知症の症状に伴う著しい行動異常がある者 

 ③認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者 

認知症状態確認 
・入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知

症の状態にあることの確認を行います。 

サービス提供 

困難時の対応 

・入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申込者に対して自ら必要な

サービスの提供が困難であると認められた場合は、他の適切な施設、医療機関を

紹介する等の適切な措置を速やかに講じます。 

・利用者の退居に際しては、利用者及びその家族の希望、退居後の生活環境や介護

の連続性に配慮し適切な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等や保

健医療、福祉サービス提供者と密接な連携に努めます。 

来訪・面会 

・面会時間の設定はありませんが、２０時から翌７時の時間は防犯上施錠しますの

で、緊急の御用の場合は事前にご連絡の上お越しください。 

・必ず面会簿に必要事項をご記入ください。 

・生物その他傷みやすい食品等をお持込の場合は、職員にお声を掛けてください。 

・来訪者がご宿泊される場合は、３日前までに職員に届け出てください。 

外出・外泊 
外出・外泊の際は、行先と帰宅時間、及び食事の有無を事前に職員にお知らせくだ

さい。欠食の場合の届は１週間前までにお願い致します。 

居室・設備・ 

器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の使用法に従ってご利用ください。これに反したご利

用方法により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。 

迷惑行為等 
騒音等他の入居者様の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに他の入居

者様の居室等に立ち入らないようお願い致します。 
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宗 教 活 動・ 

政 治 活 動 
施設内での他の入居者様に対する宗教活動、政治活動はご遠慮ください。 

ペット飼育 ペット類の持ち込みによる飼育はできません。 

 

９ 衛生管理等 

（１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努めると

ともに、衛生上必要な措置を講じます。 

（２）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求

めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月に

１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１０ 業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継

続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１１ 緊急時の対応方法 

利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の

必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、主治医への連絡が

困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じます。 

 

１２ 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護等の提供により事故が発生した場合は、

市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。事故については、事業所として

事故の状況、経過を記録し、原因の分析、再発防止のための取り組みを行います。 

また、利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護等の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１３ 協力医療機関  

小泉クリニック （ 診療科目：内科 ）                ０６－６４３２－７１１７ 

西武庫病院 （ 診療科目：内科／外科／脳神経外科／他）  ０６－６４３１－００１５ 

津谷歯科医院 （ 診療科目：歯科 ）                     ０７２－７７２－６７００ 
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１４  提携福祉施設 

社会福祉法人 真澄会  特別養護老人ホーム 博寿苑 ０６－６４３８－３９１１ 

 

１５ 非常災害時の対策 

非常時の対応 非常災害対応マニュアル及び別途定める「消防計画」に則り対応します。 

平常時の訓練等 
別途定める「消防計画」に則り、避難訓練、及び初期消火訓練を年２回実施しま

す。そのうち１回は夜間想定で行います。 

防 災 設 備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

避難階段 ２箇所 防火扉 設置義務なし 

自動火災報知器 あり 消火器 あり 

誘導灯 あり 避難器具 設置義務なし 

カーテン等は防炎性能のあるものを使用しています。 

 

１６ 相談・苦情の窓口 

（１）当事業所 

当事業所ご利用相談室 

 受付担当者；菊川 明美、矢原 周太  

解決責任者：介護サービス部長 狩野 治 

 ご利用時間：８：３０～１７：３０ 

 ご利用方法：面 接 相談室にて個別に対応 

投書箱 １階事務所窓口に設置 

所  在  地：〒661－0041 

兵庫県尼崎市武庫の里２丁目２６番２０号 

電      話：０６－６４３５－８２６３ 

Ｆ Ａ Ｘ：０６－６４３５－８２４７ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

兵庫県国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地：兵庫県神戸市中央区三宮１－９－１－１８０１  

電   話：０７８－３３２－５６１７ 

Ｆ Ａ Ｘ：０７８－３３２－５６５０ 

受 付 時 間：午前８時４５分～午後５時１５分 

尼崎市役所 

  健康福祉局福祉部  

介護保険事業担当課 

所 在 地：兵庫県尼崎市七松町１丁目２３－１ 

電   話：０６－６４８９－６３２２ 

Ｆ Ａ Ｘ：０６－６４８９－６３２９ 

受 付 時 間：午前９時００分～午後５時３０分 
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１７ 法人の概要 

事 業 所 番 号  ２８９３０００３６０ 

本社所在地(届出者) 三菱電機ライフサービス株式会社 （営利法人） 

代表者役職・氏名  代表取締役社長  舩尾 英司 

所 在 地 
 〒105-0011 東京都港区芝公園２丁目４番１号 

（事業所 〒661-0041 兵庫県尼崎市武庫の里２丁目２６番２０号） 

電 話 番 号  ０３－６４０２－６００１（代表） 

定 款 の 目 的 に 

定める主な事業 

 １ 不動産売買、仲介、賃貸および管理 

 ２ 飲食物の加工および販売ならびに飲食店業 

 ３ 居宅サービス事業および指定居宅介護支援サービス 

 ４  通信販売業 

 ５  その他これに付随する事業 

 

１８ 秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその家族に関

する秘密の保持について 

①事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サ

ービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な

理由なく、第三者に漏らしません。 

②この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい

ても継続します。 

③事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後にお

いても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容

とします。 

個人情報の保護について ①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者

の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

②事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物

（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管

理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防

止するものとします。 

③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容

を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を

求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な

範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必

要な場合は利用者の負担となります。) 
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１９ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必

要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者：ホーム長 菊川 明美 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を

図っています。 

（３）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

２０ 身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場

合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対

して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。

その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録し、５年間保存します。 

また、事業者として身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（１）緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶこ

とが考えられる場合に限ります。 

（２）非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止

することができない場合に限ります。 

（３）一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直

ちに身体拘束を解きます。 

尚、『重度化した場合の対応に係わる指針』は、別紙に定める。 
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認知症対応型共同生活介護（介護予防）のご利用を申し込まれるにあたり、この重要事項説明書及び 

「重度化した場合の対応に係わる指針」により重要な事項を説明しました。 

   

   年   月   日 

         

説明者 

          所在地  〒661-0041  

兵庫県尼崎市武庫の里２丁目２６番２０号 

名 称  武庫の里ケアハートガーデン グループホームときとも 

 

      氏 名                          印 

 

 

 私は、この重要事項説明書及び「重度化した場合の対応に係わる指針」により、当事業所の認知症 

対応型共同生活介護（介護予防）についての重要な事項の説明を受け、同意し、交付を受けました。 

    

   年   月   日 

     

入居者様  

                  住  所  〒 

 

          氏  名                        印 

           

    入居者様代理人 

                 住  所  〒 

 

          氏  名                       印 

 

 

本書を２通作成し入居者様及び事業者が署名押印の上、それぞれ１通ずつ保有するものとします。 

（本書類と同時に「契約書」への署名・押印をもって契約開始となります。） 

 

 

                                           以上 


